
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
増

加
す
る
シ
カ
に
よ
る
苗
木
の
食

害
だ
。
利
根
町
の
皆
伐
地
で
林

野
庁
は
苗
木
の
青
成
に
取
り
組

む
が
、
う
ま
く
い
か
な
い
の
は
、

土
砂
崩
れ
や
食
害
も
影
響
し
て

い
る
と
み
ら
れ
る
。

林
業
関
係
者
は
森
林
と
し
て

再
生
し
な
い
山
を

「造
林
不
成

績
地
」
と
呼
ぶ
口
民
有
林
所
有

者
に
は
費
用
面
な
ど
で
再
造
林

を
断
念
す
る
人
も
少
な
く
な
い

が
、
国
有
林
は
国
が
再
造
林
す

る
決
ま
り
で
理
屈
上
は
国
有
林

に
不
成
績
地
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
た
め
林
野
庁
幹
部
は

「皆

伐
し
た
山
が
ど
れ
だ
け
元
に
戻

っ
た
の
か
を
示
す
デ
l
タ
は
な

い
」
と
い
う
。
政
府
は
改
正
法

案
で
「
国
の
責
任
で
必
ず
再
造

林
す
る
」
と
繰
り
返
す
も
の
の
、

失
敗
例
が
全
国
に
ど
れ
だ
け
あ

る
の
か
実
態
は
不
明
だ
。

国
の
財
政
が
逼
迫
す
る
な

か
、
再
生
困
難
な
山
に
何
度
も

苗
木
を
植
え
た
り
、
壊
れ
た
林

道
を
復
旧
し
た
り
す
る
た
め
に

使
え
る
予
算
は
限
ら
れ
て
い

る
。
ー
か
当
た
り
の
再
造
林
費

は
平
均
2
2
0万
円
。
シ
カ
か

ら
苗
木
を
守
る
た
め
の
、
ネ
ッ
ト

設
置
な
ど
鳥
獣
対
策
に
、
さ
ら

に
ー
か
当
た
り
1
0
0万
円
を

投
じ
る
国
有
林
も
あ
る
。
林
野

庁
は
苦
肉
の
策
と
し
て
、
苗
木

の
本
数
を
標
準
の
3
分
の
2
に

減
ら
す
「
工
夫
」
（
林
野
庁
）

で
コ
ス
ト
を
抑
え
て
い
る
。

政
府
は
改
正
法
案
審
議
で

「意
欲
と
能
力
の
あ
る
事
業
者

に
担
っ
て
も
ら
う
」
と
説
明
す

る
。
国
は
昨
年
5
月
、
民
有
林

の
伐
採
・
再
造
林
を
意
欲
あ
る

業
者
に
委
ね
る
た
め
、
森
林
経

営
管
理
法
を
成
立
さ
せ
た
。
こ

れ
を
受
け
、
利
根
町
の
伐
採
を

手
が
け
た
業
者
は
県
か
ら

「意

欲
と
能
力
の
あ
る
事
業
者
」
の

候
補
に
認
定
さ
れ
た
。
「
作
業

効
率
を
上
げ
る
た
め
、
大
型
重

機
を
入
れ
て
伐
採
し
た
。
急
斜

面
で
あ
の
よ
う
な
作
業
を
す
れ

ば
、
ど
の
業
者
が
や
っ
て
も
同

じ
よ
う
な
山
に
な
る
」
と
地
元

林
業
関
係
者
は
指
摘
す
る
。
こ

れ
ま
で
の
法
案
審
議
で
も

「砂

利
の
降
る
山
」
が
全
国
に
広
が

る
心
配
は
拭
え
て
い
な
い
。

〔第3種郵便物認可〕

⑥ 

森
林
管
理
局
（
前
橋
市
）
の
職
員

は
、
再
造
林
が
進
ま
な
い
理
由

に
つ
い
て
こ
う
弁
解
す
る
。
土

砂
崩
れ
が
今
も
続
く
山
だ
が
、

「再
造
林
し
て
い
な
い
と
も
言

え
な
い
」
と
す
る
。
苗
木
を
植

え
た
「
実
績
」は
残
っ
て
い
る
た

め
、
「
造
林
は
し
て
い
る
」
と

い
う
認
識
だ
。
な
ら
ば
、
い
つ

に
な
れ
ば
元
の
状
態
に
な
る
の

か
。
同
管
理
局
の
職
員
に
尋
ね

る
と
ブ
悔
し
そ
う
に

「再
造
林

に
失
敗
し
た
山
だ
。
皆
伐
に
向

か
な
い
山
だ
っ
た
」と
言
っ
た
。

林
野
庁
は
口
年
、
全
国
の
国

有
林
の
う
ち
、
樹
齢
約
印
年
を

迎
え
た
人
工
林
を
中
心
に
9
2

5
万
立
方
M
を
伐
採
し
た
。
直

径
m
山
内
ン
、
回
日
日
の
丸
太
に
換
算

す
る
と
8
0
0万
本
規
模
だ
口

約
幻
物
が
皆
伐
で
、
再
造
林
で

き
な
い
リ
ス
ク
が
残
る
。
特
に

全
国
の
国
有
林
で
最
長
印
年
問
、
数
百
か
の
伐
採
・
販
売
権

を
民
間
業
者
に
与
え
る
国
有
林
野
管
理
経
営
法
改
正
案
が
国
会

で
審
議
さ
れ
て
い
る
。
現
行
ル
1
ル
に
よ
る
わ
ず
か
9
か
の
伐

採
地
で
す
ら
、
再
造
林
が
は
か
ど
ら
ず
、
山
肌
を
さ
ち
し
て
い

た
。
政
府
は
伐
採
後
に
森
林
を
再
生
さ
せ
る
と
説
明
す
る
が
、

本
当
に
可
能
な
の
か
。
【
寺
田
剛
、
田
中
裕
之
】

タなし」

伐採後の現場は

根
沼
田
森
林
管
理
害
（
沼
田
市
）

に
よ
る
と
、
ス
ギ
や
カ
ラ
マ
ツ

な
ど
が
生
え
る
こ
の
山
の
伐
採

は
、
小
規
模
区
画
の
伐
採
を
民

間
業
者
に
委
託
す
る
現
行
ル
ー

ル
に
基
づ
き
、

2
0
1
1年
冬

に
入
札
に
か
け
ら
れ
た
。
地
元

業
者
が
5
9
0万
円
で
落
札

し、

8
・
7
診
を
皆
伐
し
た
。

伐
採
後
、
国
の
貴
任
で
再
造

林
す
る
ル
l
ル
に
な
っ
て
い
る

が
い
ま
だ
に
苗
木
が
育
っ
て
い

る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
土
砂

崩
れ
で
林
道
も
寸
断
さ
れ
た
。

お
の
ず
と
人
の
行
き
来
も
な
く

な
り
、
林
道
の
あ
ち
こ
ち
に
シ

カ
の
フ
ン
が
落
ち
て
い
る
。

「林
道
の
土
砂
を
片
付
け
、

治
山
工
事
を
す
る
計
画
が
あ
る

の
だ
が
：
：
：
。
そ
れ
に
は
数
千

万
円
か
か
る
の
で
す
」
。
関
東

クローズ
アツフ

林野庁「全国デー
ミ
ズ
バ
シ
ョ
ウ
が
群
生
す
る

「
尾
瀬
ケ
原
」
の
玄
関
口
と
し
て

知
ら
れ
る
群
馬
県
沼
田
市
利
根

町
。
集
落
を
抜
け
、
林
道
を
1
J

ほ
ど
進
む
と
「
砂
利
の
降
る
山
」

が
あ
る
。
樹
木
を
す
べ
て
切
っ

て
山
を
丸
裸
に
す
る
皆
伐
が
行

わ
れ
た
国
有
林
だ
。
植
え
直
し

（
再
造
林
）
が
う
ま
く
い
か
ず
、

強
風
が
吹
く
と
小
石
や
土
が
急

斜
面
を
転
が
り
落
ち
る
。

利
根
町
の
国
有
林
を
管
轄
す

る
林
野
庁
関
東
森
林
管
理
局
利

群馬

聞

改
善
見
え
ず

巨
額
債
務

新

か
つ
て
日
本
の
林
業
は
、
戦

後
復
興
や
高
度
経
済
成
長
期
の

建
設
需
要
で
活
況
を
呈
し
、
天
林
経
営
の
失
敗
も
露
呈
し
た
D

然
林
の
伐
採
跡
地
に
ス
ギ
な
ど
木
材
収
入
で
人
件
費
や
事
業
費

の
大
規
模
な
人
工
造
林
が
進
ん
を
ま
か
な
お
う
と
し
た
政
府
の

だ
。
全
て
が
人
力
と
い
う
厳
し
特
別
会
計
は
、
価
格
の
低
迷
で

い
労
働
条
件
の
中
、
急
傾
斜
地
経
営
が
悪
化
。
政
府
は
偲
年
に

一に
も
苗
木
を
植
え
、
群
馬
の
林
累
積
債
務
3
・
8
兆
円
の
う
ち

業
関
係
者
は

「当
時
の
山
村
住

2
・
8
兆
円
を

一
般
会
計
に
入

民
は
『
ス
ギ
を
育
て
て
ハ
ワ
イ
れ
、

「国
民
全
体
の
財
布
」
か

旅
行
に
行
こ
う
』
と
本
気
で
思
ら
返
済
を
始
め
た
。
専
門
家
は

っ
て
い
た
」
と
回
想
す
る
。
「
林
野
行
政
の
借
金
を
一
部
『
帳

し
か
し
そ
の
後
の
木
材
の
輸
消
し
』
に
す
る
代
わ
り
、
防
災

入
自
由
化
と
円
高
が
大
き
な
誤
や
水
源
の
保
全
な
ど
、
森
の
公

算
だ
っ
た
。
ス
ギ
の
木
材
価
格
益
的
機
能
を
重
視
す
る
方
針
に

は
ピ
l
ク
の
1
9
8
0年
か
ら
改
め
た
」
と
話
す
。

3
分
の
1
に
低
落
し
、
周
年
に
政
府
は
残
る
債
務
1
兆
円
に

約
日
万
人
い
た
林
業
従
事
者
も
つ
い
て
な
お
木
材
収
入
で
返
済

同
年
に
は
4
・
5
万
人
に
減
少
を
図
っ
た
が
、
経
嘗
は
改
善
せ

し
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
固
有
ず
、
逆
に
1
・
2
兆
円
に
拡
大

し
た
。
こ
の
問
、
林
野
庁
の
職
員

数
は
例
年
の
8
万
9
0
0
0人

か
ら
4
4
0
0人
に
激
減
。
広

大
な
国
有
林
の
管
理
に
忙
殺
さ

れ
て
い
る
の
が
実
態
だ
。

そ
し
て
戦
後
の
「負
の
遺
産
」

で
も
あ
る
人
工
林
の
多
く
が
数

十
年
後
の
現
在
、
伐
採
・
販
売

の
適
齢
期
を
迎
え
、
国
有
林
経

営
は
再
び
岐
路
に
立
た
さ
れ
て

い
る
。
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
発
電

な
ど
の
ニ

l
ズ
も
当
て
込
む
安

倍
政
権
は
、
成
長
戦
略
に
森
林

資
源
を
組
み
込
む
よ
う
指
示
。

人
材
が
先
細
り
す
る
中
、
今
回

の
改
正
案
は
大
規
模
集
約
に
よ

る
効
率
化
を
進
め
つ
つ
、
製
材

・
土
建
業
者
ら
の
参
入
に
も
期

待
す
る

「伐
採
偏
重
」
（
野
党

議
員
）
の
策
と
言
え
る
。

日

再造林

毎

市
T’a冒・きて董屋号翠il金塁塞喜雪会ヲ霊安套♀）

2019年（令和元年）5月25日（土）

額

定

営

は

金

選

経

府

の

て

や

政

）
し
力

定

料

価

能

く

託

想

明

木

評

の

な

委

度

説

樹

に

者

は

お

日

か

ら

始

ま

っ

た

改

正

案

を

程

と

（

的

業

定

F

苛
」
価
合
、
規
巡
る
参
院
農
林
水
産
委
員
会
の
審

入

用
て

肋

運

対

総

は

務

議

で

、

政

府

側

は

新

た

な

伐

採

制

ノ

こ

う

を

準

ど

義

弁

パム

面
臥
払
ど
基
な
。
答
度
の
下
で
も
「
確
実
に
再
造
林
さ

新
当
釦
版
院
一
対
立
川
此
れ
る
」

「国
が
責
任
を
持
つ
」
と
繰

輝
供
向
者
献
与
る
し
な
り
返
し
た
。
た
だ
、
現
在
1
カ
所
あ

み
臨
競
問
細
川
点
碩
…
比
一
比
一
円
則
た
り
数
か
規
模
の
伐
採
区
域
が
改

組

誌

に

悦

百

は

し

す

栴

が

者

仰

正

案

で

は

数

百

か

と

飛

躍

的

に

拡

准

明

類

広

明

附

議

ぴ

る

鵬

牒

盛

大

口

最

長

田

年

に

及

ぶ

伐

採

後

の

轍
批
年
搬
船
案
批
コ
凶
附
一
間
一
則
一
一
枚
肌
未
来
予
測
は
「机
上
の
空
論
」
に
も

三
月
所
数
で
造
正
所
開
政
業
慌
の
府
契
な
り
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
伐
採
と

賊
ル
カ
～
札
伊
改
カ
と
は
産
権
規
政
切
再
造
林
を
別
々
に
委
託
す
る
現
行

川
一

1

1
入

し

法

1
内
者
の
取
新
は
：

。

レ

は

は

が

直

林

は

以

業

域

採

、

林

配

・
ル
l
ル
に
比
べ
、
伐
採
業
者
に
再

酬
蜘
諮
問
蜘
一
服
闘
同
町
一
綿
一
側
献
盟
一
時
一
同
造
林
を
申
し
入
れ
る
と
い
う
改
正

・

・

・

・

・

・

・

・

・

案

の

わ

か

り

に

く

さ

か

ら

、

森

林

改
正
法
案

消
え
ぬ
疑
念

げ
山
」懸
念
の
お
践
に
懸
命
だ
。

同
省
は
木
を
切
っ
て
植
え
る

一

体
的
な
作
業
が

「低
コ
ス
ト
で
効

率
的
だ
」
（
牧
元
長
官
）
と
あ
く
ま

で
「
伐
採
業
者
に
よ
る
再
造
林
」
に

こ
だ
わ
る
が
、
過
去
の
林
野
行
政

の
失
敗
を
知
る
野
党
に
は
不
信
も

に
じ
む
。
外
国
企
業
が
圏
内
業
者

と
提
携
し
て
参
入
す
る
可
能
性
を

た
だ
し
た
立
憲
民
主
党
の
鉢
田
吉

雄
氏
に
、
吉
川
農
相
は
「
数
百
か

で
は
外
国
企
業
に
は
メ
リ
ッ
ト
が

小
さ
い
。
地
域
に
足
が
か
り
も
必

要
で
、
外
資
の
参
入
は
想
定
し
て

い
な
い
」
と
楽
観
論
を
展
開
し
た
。

再
生
へ
の
懸
念
が
消
え
な
い
。

「
『
印
年
』
が
独
り
歩
き
し
て

い
る
。
乙
れ
は
上
限
だ
」
。
元
農

林
水
産
官
僚
で
自
民
党
の
進
藤
金

日
子
氏
は
審
議
で
「
運
用
の
基
本

は
叩
年
」
と
説
明
す
る
農
水
省
を

後
押
し
し
た
口

改
正
案
は
業
者
の
義
務
と
し
て

再
造
林
を
明
記
し
な
い
代
わ
り

に
、
吉
川
貴
盛
農
相
や
牧
元
幸
司

林
野
庁
長
官
は
マ
業
者
と
の
5
年

ご
と
の
契
約
に
再
造
林
も
盛
り
込

む
マ
業
者
が
事
故
な
ど
で
再
造
林

で
き
な
く
な
れ
ば
他
の
業
者
に
委

託
す
る
ー
ー
な
ど
と
表
明
。
「
は

14版置廼置彊3 


